
第 2号 様`式(1)一①

(単体発注 。事後審査■ )

郵覇港管理組合一般競争入
=と

公告第52号

地方自治法 (昭和E2年法律第67号)第234条第 1項の規定により、 ^般競争入本L(以下「入なとJと いう3)
を次のとおり実施する3

イ行下封守芋12月 E日

1 人札に付する事項

那郵港管理縦舎管理者 工城

(1) 業 務 名 令和 6年度那覇港翔酷 手頚地区渋滞対策 lll査業務委託

(2) 履   行   場   所 ガL朝港 (新港尭】頭地区)

(3) 業 務 内 容

本業務は、那覇港新港ぶゝ頭地 IXr′ )渋滞対策 tこついて、過年度成果を踏また、新港ら、

項地区れを桟断する道路の導線 (■従)の検 lヽお よびなう心橋交寿点 (港‖「 教号線)

の決滞〔、l兼 を行 うものであるG

(4) 履 行 期 間 契約締結爾の翌日から舎和7年 3月 26日 まで

(5) 設 計 金 額 1)675,CCC需 (税 i△ )

(6) 資 格 審 査 方 法 事後審否型 ※本業務な、競争参力H資格の審査を入札執行後 :こ 行う。

(7) 最 低 制 限 価 格

本人札熊件患、最低制限価格が設定さ承すているため(最侃諄i眼価格未満の入札者は

落卒と者となることができな彰ヽぃ
※「再ヽ翡港管理盤今が発注する建設T.事等 :こ係る最低制限価格駁扱要領」
(https://hghaport,ど rD/buSirloss/contrrictF)

(8) 適 用 す る 技 術 者 革 佃
令石H6年3月 設計業務

委証等捜術者掛1価

※本業務の予定価格は主記に示す設計業務委託等技術者単価

を適用 とンて積算 と/て お り、入札参幻‖をは同革価を越州 tノ て見

積 りを行い入́本とすることc

(9)

そ の 他 適 用 の あ る

法 令 、 制 度 等

(※本案件は、な表のう

ち、OFΠ を付 した格1度等の

適用がある。 )

議会議決

本業務ユ■、議会の議決に付すべき契約及び翔産の患待叉は処分

に関する条働i第 2粂の規定に基づき、議会の同意の議決を要す

るため^落札決定後球仮契約を締結 し、議会の 口l意の議漁を経

て通無 とンたときに本契約 となる。

準備手続き
(予算成立諭)

本手続きtミ 次年度当初 (輔正)千算成立を甫1裾 ととンた年度開

始 (予算成立)前からの準備手続きであり、予算成立後に勃カ

を生じる事業であるど従つて、議会において当初 (補正,予算

案が苔澁された場合は、契約を締結しない。また、次年度当初
(輔I)千算成立後においても、田庫丈出金に係る交付坤諦等

の手続きの関係 と、入札を廷期
‐
|‐ る場合がある。

準備手続き

(交付決定前)

本手続きとま、国席支十1金に係 る予算使用を前提と t_′ た事講準備

手続きであ り、交付決定後に動力を生 じる事業である。従つ

て、交付申請等の手続きの関係 と、入札を延期する場合があ

る。

準備手続き
(接越承認倉t)

本手続をiξ 、議会における繰越承認を前提とtィ た事前準備手続
きであり、議会承認後に勤力を生じる事業である。従つて、議
会において本業務に係る千算の様越承認が否決された場件は、
入

=と

を延理又は中虚することがある。また、予算¢祭越承誌後
においてモぅ、四H文出企に係る繰越 (翌償)手続きの関係 と、
入札を廷理する場合がある。       ・

憤務負担行為業務
本業務は、債務負担行為に係 る奨為の持具1の適用を受ける業務
である,
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鬼 入卒と参加資格

次に定める要件をすべて満たしている有贅格業者であること。

(1) 業
‐
種 区 分 土木関係 コンサルタン ト

那鞘
~港

管選羊「合の測量 工建設コンサルタント等業登録業
者名簿どこおいて、左記の登録を有するもの。

(2)

al黛・建設インす′レ,ア ント

奪入札参加資格名簿群録ノガ
I

更
令琴H6'7年度

(3) 登 録 業 種 適 路

(4) 地方向治法施行舎第167条の4の規定に該圭とンない者であること。

(5) 入本と爾から喜該委証の落札決定 爾までの F膚写において、那覇港管理組合の指峯停止措置を受けていないこと。

(6)
会社更生法に基づき更生手続き開始の申立てがなされているオ又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立

てがなされている者 (手続き開推の決定後、入札参加資格の再認定を受けている者を除く。)ではないこと。

(7)
響祭当局から、暴力凹員が実質的に経営を支翼する建設業狩又はこれに準ずるものとと/て 、】卜覇進管理組合発

注工事等からの排除要請があり、J4該状況が継続 しンてし`る者でないこと。

(息 )

人札 tこ 参細 しようとする帝の薦 tこ 以 下の基準のセ|ずを1す かに該当する調孫がないこと|ゥ

なお、以下の関係が左〉る場合車、辞退する者を決めるために当事者麗で連経を取ること:ま 、那覇港管姓組合競争

契約入札心得第 3条第 2瑣の規定に抵散するものではない。

ラ
′ 資本関係

次のいずれかl~該 当する二者の場合6

(a)子 会社等 (会社法 (平成17年法律第86号)第 2条第 3号の 】に規定するギ会社等をいう。以下門 じぅ)

と机会社等 (爾条第 4号 の 2に規定する魂会社等をい うち以 下司じ.)の調係とこある場合

(b)規会社等を同じくする子会社等回士の関係 :こ 左)る 場合

イ 入的関係

次のいずぷ,かに該当する二帝の場合っただし、 (a)に ついて |ま 、会社等 (会社法施行規貝1(平成 18年法務

省令第12号)第 2条第 3項第 2号ここ規定する会社等をい う。以 下llじ .)lア )‐方が民事+11生法 (平成 11年

法律第225号^)第 2粂第 4たジ̂に規定する再生手続が布続吋1の会社等又はi更生会社 (会社更生法 (平成長14年

法律第154号

'第
2条第 7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。

(a)方の会社等の役彙 (会社法施行規則第 2条第 3項第 3号^に 規定する役員ゲううち、次に掲げる者を

いう。以下湖 じ。)が、他方の会社等の役員を現に計ねている場合

1)株式会社の政縮投。ただ とン、次に掲げる者を除く。

①会社法第彦条第 11号の21こ規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役

0会社法第 2条第12サ に規定する指名委員会等設置会社における取需役

③会社法第 2条第15号に規定する社外取締役

④会社法弟348条弟 と項に規定する芝教
'こ

別段の定めがある場合により業務を執行とンないことと

されている取締役

2)会社法第402条 に規定する指名褒員会等設置会社ッ√)執行役                  、

・3)会社法第575条第 1項に規定する持分会社 (合名会社、合資会社叉は合同会社をいう.)の社長

(同法第590条第 1項とこ規芝する芝款に別段の定W)が ある場合により業務を執行しないこととさ驚R,

ている社員を除く。)

4)組合の理事

5)その催業務をり暫予づ
小
る者でみつて、 1)か ら壕)までに掲げる者に準ずる者

(k)〕
‐方の会社等の役負が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生紗:第67条第 1項の規定に

より選任された管財入 (以下単に管財人という。)を現に業ねている場合

(c)一 方の会社等の管財入が、他方の会社等の管財人を現に業みている場合

ウ その他の入本との適正さがドとと害さオ1′ ると課められる場合
組合 (共同企業体を含むぅ)と その構成員が同 ^の入本L:こ参熟 している場合その他上記ア又tまイと同視
しうる資本関係又は人掬関係があると認められる場合f

(9) 地 域 要 件
那覇市、浦添市、糸満市、4見城市、南城市、南風原町、人童瀬町、与那原 lll「 、宜野湾

対f、 西原町内に本店があること6

(10)

業
務
実
績

対 象 期 間
自 令勲3年4舛 1日 左記の期間内tミ 下記の対象業務を議負い、履行中表たは

完成。引渡しが完了した業務実績を有することぃ至  令和6年 12月 12岬

対 象 委 託 (土木)道路

備 考 通路の渋滞対策または交差点解析に関する業務
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(11)

配
避
予
定
技
術
者

偽 考

次に捲tデる要■を茄たす管理技術者を当該業務に配対することができることG

ア ド記の資格のいず油ンかを有すること。             |
0技術上 (建設部門 :「越路」〕
② RCCM(「逆路部FH」 )

イ 上記 (10)業務案理iを 1件以上イlす ること。

ウ 管理技術精においてイま、受注者とll接的な雇用関係 tこ あることこっ

(12) 取 抜 け 案 件

以 下の業務を驀本とした帝は、本業務の奉札者となること||までき余いぅ
。該当無と/

3 設計図書等の霊布、質問及びllil答

4 資務確認 呻諦幕等の提出

設 計 図 書 等 の 配 布

期 問 自 イ缶イロ6年■211全 日 (月 ) 圭 令和6午 12月 12‖ (ホ ,

肥  布  方  法 那覇港管理紳合本一ムベ‐→)にて羅布するし (https:メ/1!ahaport jp/)

t髯こと布 場 Flf・

問 い 合 せ 先

那覇市通堂町 2番 嶺号  3階
翔
`窃

港管理組今 総務引; 総務謀 財密班

電話 091J86隣倉る86

質 問 ・ 口 答 期 間 等

(1)人札・契約手

続 に関
―
する こ と

ガh朝 市t地 (Hl・ 2香 1号  3時
那覇港管理組合 総務部 総務課 財務班

翼ヨ言舌   09命 )一 aむ 3-253ら       FAX  098-868-2629

(2)と二記 (1)以 外

に 関 す る こ と

慕覇市通堂μT 2香 二号  2階
謀睾港管理組合 全面藍設都 計画建設諜

昌三言語  098-868-ё 386

提 出 鞘 間
麹 令和6年 12月 2藤  (月 )  ―́  至 令下H6年 12月 10日 (火 )

ti記射弱の土 輝及び侃 日を除く毎 爛、 9寺からと了時まで.

提 出 場 所 上記 (1)tこ 同 じご

提 出 方 法 電送 (mx又 はメール (sOumu_ayusatstOnahaport jp))又 は持参

回 答 方 法
那第港骨翼組合ホーム求―ジ (httpl:/1nahapoィ 't,jp/】 及び上記 (1)すこ

おいて、以下の朗聞、閲覧に供十る。

回 答 鞘 間
十日答口んヽら  令下‖6年 12月 16日 (月 )   まで

上記期間の土用及び祝謝を除く毎日、 9時から17時まで。

台 格 確 認 申 講 書

本競争¢参カロ希望者は、次の書類を期限内に提開すること,

なお、韓眼までiこ提出がない場合、本競争に参加することができないc

提 出 書 類
Φ一般競争入札参力口資格確認輩4請普 (第 3号様式)

0返信用封偽 (入札縮巣i山角Ⅲ用 (110'I切 手賂付))

提  出  期  間
自 令下F6年 1宣 F10日  (月 ) 至 令燕6年生2月 12博 (本 )

上説蒻間の上日及び机 目を除く毎 層、 9埓かふ16時 まで。

提 出 場 所

那覇市通些漂T2番 1号 割砦

ガト親港管理組合 総務部 総務課 貯務班

ロヨ言舌  Oυ3-368-2535

提 出 方 法 持参又 tま瑯送 (‐般書留もとンくこま簡易書雷)

提 出 部 数 1引
`
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人  札  報  日  等

入  札  方  法

本業務 tま 、紙人札により実施するご
入

=し

書等は、 あらか じめ:静 定づ
~る

輝に配達さ津しるように (「西己逹 日ま旨

筵郵便」〕く 「 ^般書留J又は 「簡易書雷Jのいず浄′かの方法により郵
送することc持参や普通郵使等で提出された場合、無効どこする。

提  出 書 類
0人

^と

書

O業務費ブヽl訳書
配 連 指 定 日

( 入 =と に1 '
今和6年 12埓 16ヨ (月 )

宛 先

〒90併O035  那覇市通堂FT 2香 1号

那覇港管理組合 ,総務部 総務誤 踏務班

電話番 を 091186チ」E58S

入 本と書 に 記 載

す  る 金  額

喀春と決定にあたつては、人札書に記載さ才1/た金額に当該金額の100分 の

とOtこ相当する額を加算 した金額 (当 該金額 tこ と判未満の端数があるとき

:ま 、その端政全額を切 り捨てた金額)を ミぅつて募札値格 とするので、入

札者は、消費税及び逃方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者で

あるかと問わず(見穣 もつた契約希望金額の110分 の100に本目当する金額

を入札普に記栽すること¢

入 本とに 関
‐
す る

注  意  事  項

ア 入
=し

普のくじの数学 (任意の数宇 3桁)は、同禁 くじ抽選が発生 し

た場合に使用するため、必ず記入すること。
イ 西と逹指定 阿以外の 日に屋いた入札書及び業務内試書厳、説駐 t.フ な

と じヽ

ウ 入札書の日付は、開札膵を記入するこを,

業 務 費 内 訳 書
の   提   出

ア 第 1‖ l日 の人札に際 t/、 入札書に記載さ淑′る人札金額に対応 した業務

費内訳書 (様式 自,・ l)を提出すること。
イ 業務費ぬ訳書には、作成年ヴこ日(■ 円、員数、半価及び金額をり,ら

かにと/、 簡号又は名称まとびに住所を記栽すること,

ウ 業務費 llヽl献書には、代表4F停 を押向」することり
工 管理者 (こ れ らの者の補助者を含むc)燃、提出された業務費内試

書ここついて説りJを求めることがある。

人 |と の 無 勅
本公告に示モンた競争参車費格のない者のと/た 入本と、資格確認申請書等に虚鶴の記載をとンた

者の こデた入札及び入本とに麗する条件 :こ違反 t.た入本と厳、無助とするc

入 札 の 辞 還 等

資格確認中請書の提出後t都合により入
=し

を辞退する場合は、開
=し

癬時までに人札辞退屋

を提出すること。
また、落札決定までの開ここrとの業務を落本としたことにより妃置予定技術者を本業務に配置

することができなくなったとfき は、直ちに緑告すること。当該緑告がなく、本入札の手続き

が落
=と

決定まで至った場合、挿峯停 止対置撲領 tこ基づく指ノ
ィコ停 止を行 つことがある.

の 他

ア 落札侯補者がいない錫合は開札後直ちに再度入札を行 うので、再度入札にも参れする

場合は、鶉本し埼点から立ち会 うこと。制度の開札斡に立ち会わない参加者とま喜度入
札を辞退しとものとみなし、再度入札への参力Hを認めないど

イ 代理人が入
=と

する場合は、入札を行 う燦に委任承及び自己,'串鑑を持参すること.

ウ 姿任状にti、 業務名を記入することり
工 喜度入札参加者又:■春度入札参加者の1く理入ユit当該入札 t二対―する他の再度入札参
!加者の代理をすることはできなぃじ

オ 喜慶入札は、 1回のみとするぅ

5 入布と手続き等

6  F→ l日本色

開    4と     日     膊寺 令森6年 12月 17日  (火)  kO:00 ※入札書の 疑付

調   札   場   所

嘉
`窮

港管理組合 2階大会議車
※入札者は、開本しに立ち会 うことができる (再 入́札ここ参考ローすみ場合は、開札日わ無から

立ら会うことf)ど
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7 資格確認資料の提出と競争参加資格 (′:〉 審査

落 札 候 補 者 の 選 起
及 び 事 後 審 査 の 実 施

開札後、落本し者の決定を伴留 し、予定価格の範区内で市助な最低の価格をもつて入札を

行つた者 (以 下「落札候補考ことい う。)角 ■ゝl要 に競争参力日合格の審傘を行 う。落札候補精

|ま 、親限までに資格確認申請書等を提出しない場合、競争参力厨資格がないものとする.

なお、暮札侯補章 |ま 上位から順 ,こ 3考 (上位の者 と同額の著が複数いる場合はこの眼 りで

!ま ないc)を決定 し資格確認資料を求めるが、適格者が確認できた時点で、次順位以降の者
の競争参力籍査格の審4は行わないものとするど

通   知   日 令和6年 12月 17日 (火)17iOO ■で (予定,:二対象業者あてi並無する.

提 出 期 限 ●下]6今主12月 19鰤  (本) 151()()ま で

提 出 書 類

Om置 〒′定技術者の資格等 (様式 1)

② 業務実績 (様式2)

0資格確認中識書 〔綿3;様式,の資幕確認の各項爵iこ 記載tン た必要書類

提  出 都 教 1幸馬

提 出 方 法 原則、荷参

提   出   先

〒9()0-0035  那薪市i重 士日▼
^2香 1号

那覇港管理組合 総務部 総務課 財務班

電話警 零4o93-86静 2585

競 争 参 加 資 格 の 確 認

競争参加奇格の確認は、開札後、中詩書等の提‖と期限の日をもつて行 うものとし、その結

果は以下の日までに誉面により通炸する。

令稗6年生α掘20用 (今)(設定)

なお、暮札供榊章について競争参車資格が確認され,適格新であることが確認できた場合

厳、落札音決定通知をもつて資格確認結果の過矢「に代えるものとする。

落 札 者 の 決 定 方 法
事後審査の結果、落札候補者が競争参力脂資格を満たしているとこ確認 した場合は、当該落札

候補者を落札者 とする。また、その結果は、全入
=し

参力E者に通矢「する.

競争参加資櫓がないと認め

られた者がその
'11由

に対 し

て 不 跛 が あ る 場 合

競争参毒
"資

格がないと認 y)ら をR夕 た者は、管理者 ,こ対 とンて競争参方に資格がないと認められた

埋洋1に ついて説明を求めることができる。

管理者は説聯1を求めと,れたときは、苦情を申し立て茅脱め翌 日から起算 して 5口 以ぬ (ア
/1、

日を除く)に説羽を求めた者に対 t/、 書面により陸答する.

長  出  期  限
就争参力‖資格確認結果の通知を行 rぅ た 日の翌 日から起算 と/て 5日 必内

(休 日を除く)と →
‐
る。

提   出   先 那窃港管理組合 総務ヨ; 総務諜 財務班

提 出 方 法
幕面 (様式 白当)を持参すること◆劉

`送

又 tま電送 (メ
エルや腱X)イとよ

るものユま受ユすf十 ユすないc

本 人́ 札  に 係

資 料  の 取 扱

る

とヽ

ア 弯格確認中講書等の作成及び提出に係 る費用は、提盤者の負担 とする。

イ 契約担当者は、提出された資′r各確認申詩春等について、競争参加資格αう確認以外に

提出者に無断で使用 しない。

ウ 提牛lさ れた資幣確認 r停 講普等は、返ザ☆澤と,′ ないc

工 提出蒻跛内ここ戦 り、資格確認 中講書等の修正、た し誉え、迄力‖、・司提出を認めるど

オ 提曲期限を過ぎた場合、資格確認申請普等は受け付 tナ ない.

力 控格確認申詩書等の受即後、帯類 ′ヽl本 を審本 し、書類の記載漏濠′や添付漏オ1,等が

あつた場合ユま競争参加資格無 しンとな り、淋札者 となること難できない。
や 資格確認中議書等に虚偽の記載をした場合、指名停止苦世要領に基づく指名停止

をイ〒うことがた′)る。
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8 入札保 ‐止金及び契約保証金

入 札 傑 証 金

人札保証金の金額等 1■ 、現金又は管理者が確実と認める有価証券等をもr)て見狼る契為金

額の100々のる以 上を納付するものとする。ただ し、次のいずれかに該当する場合は、入本と保
証金の納付を免除する。

ア 供 1食会社との闘に組合を被保険者 とする入
=と

保証矢 1食契緯を締結 したとき.

イ 弾 (独立行政法人含む。)又は地方公共 |ヨ 体とその種類及び規模をほlギ同じくする奨
約を締結 t_´ た実績を有 し、これらの うち過去 2箇年の間に履行理銀の番!来 と_′ た■以 上の

契織を全て誠実に履行 した者.

なお、次の者は入
=し

とこ関する条件に違反 したものとして、その入
=し

を無効とする.

(1)彗眼まで
'こ

人札保証全の納付、若 とンくは納付に代わる上記ア、イのいず承′かに係る

書類の提出のない者

(2)人札保証金の金顎等が上記の条件に満とない場合

(3)人札保証金等の納付等に倅る書数に不鶴がれ)■,た場合
また、 ‐度提出さ漁,た 入札保証金の納付等の変更子まできないミぅのとする。

芽 入札保証金を免鍮した落札者が契約を結ばない場合、損害瑶償金として、人札金額に

消費税及び地方消費税を舟Eえ た筆¢と00分の 5を郵覇港督選組合に納付しなtナれ ,ゞ ならな
や`

()

※イにでkり 入́札保乱L金の免除を受せる場合は、様式 「地方公共団体等契約状況確認」を

提出すること。

提 出 期 限 令fH6年 12民 生3田 〔金)17:00 まで

提 出 先

〒9000035  那薪‖f通監駒
‐
2朴 1/7^

那覇港管理頼含 総務部 総務課 財務班

電話番碁‐ 098-86鮮 2585

札 保 証 金人

( 現 全 納 付 )
提 出 方 法

ア 「入札保証金納付普発行依頼普」を持参すること

※要事,前連絡
イ 瀬合が発行する納入通却讐 |こ より金融機関で保歳と金を

納付 とン、倣 H又書 (写)を上記期限宝でに握 lllす るこ

と.

入札県証保険証券・入

札保証書・地方公共回
体等'(約状況確認資ll

提 出 方 法
持参又はコ

`送

(膏こ達が確認できる方法 :こ て送付するこ

と)

保 険 期 間

保 証 瑚 闘
誨イ:L郵 力ゝら2ん 月ヽ:f二する。

有 価 証 券 等
受人日時 。受入方法等の調整があるので、事前に上記担当諜まで連絡

-0~る ことc

契 約 保 証 金 r亀 除 (那覇港管理組合契織規則弟 4条第 1項第 9けによる)

9 そ の

落札決定後、デクジス等により配置予定技術者の実績に関する違反の事実等が確認された

場合、契約を結ぽないことがある。
なお、病気 こ死亡。退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、資格確認

中講書等のと替えtま認められない。
病気等の特掲liな遵白によりやむを無ず罐置予定技術者を変更する場合は、 2:二 掲げる基準

を油たし、かつ当初の配世予定技術者と同等以上の者を配置しなけれ′ばならないさ

の

置 予 定 技 術

確

契約金額の30発 以内金

支   払   条

部   分   仏
適用あり

※郵覇港管理組合契釉規則第11条の規定陣1数の範囲内

本業務に孫 る架純
`ま

、落本L者の決定後、 7日 以内に締結する。ただし、管理4が特に指示

したときl‐モこの限 りではない.
契 絢 締 結 時

本業務の契約締結後、本業務の業務姿託苓|を変更脇議する場合及び本業務と関連する業務
を本業務受注者と雉意契約する場合、変更協議又雄関連する業務の予定価格の算定厳、本業
の講負比率 (当 初契約額■当初設計額)を変更業務価格または隣蓮業務の設計類に飛じた
‐
でそ〒う.

諦 負 代 金 等 の 変

入 札 参 加  者
の  遵  守  事

入札参殉‖帝は、那覇港管理組合競争入札心得、十本設計業務等姿託契約幕及tバ仕様書を熟
t▽′、 これを選守することc
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